
（様式１）

所管課名 県民協働課 整理番号 ６－１－１

許認可等の種類

根拠法令条例
等・条項

許認可等の概要

審査基準
（未設定の場合
はその理由）

基準の制定根拠

標準処理期間
（未設定の場合
はその理由）

期間の制定根拠

未設定（法令等の規定において言い尽くされているため）

【参考】
特定非営利活動促進法第12条第2項
前項の規定による認証又は不認証の決定は、正当な理由がない限り、第10条第2項の期
間を経過した日から2月以内に行わなければならない。

―

行政手続法・行政手続条例適用の申請に対する処分に係る審査基準と標準処理期間

特定非営利活動法人設立の認証

特定非営利活動促進法第10条第1項

特定非営利活動法人設立の認証

未設定(法令等の規定において言い尽くされているため）

【参考】特定非営利活動促進法
第10条 特定非営利活動法人を設立しようとする者は、都道府県又は指定都市の条例で定めるとこ
ろにより、次に掲げる書類を添付した申請書を所轄庁に提出して、設立の認証を受けなければなら
ない。
1　定款
2　役員に係る次に掲げる書類
イ　役員名簿（役員の氏名及び住所又は居所並びに各役員についての報酬の有無を記載した名簿
をいう。）
ロ　各役員が第20条各号に該当しないこと及び第21条の規定に違反しないことを誓約し、並びに就
任を承諾する書面の謄本
ハ　各役員の住所又は居所を証する書面として都道府県又は指定都市の条例で定めるもの
3　社員のうち10人以上の者の氏名（法人にあっては、その名称及び代表者の氏名）及び住所又は
居所を記載した書面
4　第2条第2項第2号及び第12条第1項第3号に該当することを確認したことを示す書面
5　設立趣旨書
6　設立についての意思の決定を証する議事録の謄本
7　設立当初の事業年度及び翌事業年度の事業計画書
8　設立当初の事業年度及び翌事業年度の活動予算書
第12条第1項　所轄庁は、第10条第1項の認証の申請が次の各号に適合すると認めるときは、その
設立を認証しなければならない。
1　設立の手続並びに申請書及び定款の内容が法令の規定に適合していること。
2　当該申請に係る特定非営利活動法人が第2条第2項に規定する団体に該当するものであること。
3　当該申請に係る特定非営利活動法人が次に掲げる団体に該当しないものであること。
イ　暴力団（暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律 （平成3年法律第77号）第2条第2号
に規定する暴力団をいう。以下この号において同じ。）
ロ　暴力団又はその構成員（暴力団の構成団体の構成員を含む。以下この号において同じ。）若しく
は暴力団の構成員でなくなった日から5年を経過しない者（以下「暴力団の構成員等」という。）の統
制の下にある団体
4　当該申請に係る特定非営利活動法人が10人以上の社員を有するものであること。

―


